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新潟県企業局管理規程第３号 

新潟県工業用水道条例施行規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和元年12月６日 

新潟県企業管理者  桑 原  勝 史 

新潟県工業用水道条例施行規程の一部を改正する規程 

新潟県工業用水道条例施行規程（昭和61年新潟県企業局管理規程第１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という｡)に対応する同表の改正前の欄中下線

が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後

部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

改    正    後 改    正    前 

（検針日） 

第４条  条例第25条第１項の規定による検針日は、

毎月20日（20日が県の休日に当たるときは、県の

休日の翌日）とする。ただし、やむを得ない理由

があるときはこの限りでない。 

（検針日） 

第４条 条例第25条第１項の規定による検針日は、

毎月25日（25日が県の休日に当たるときは、県の

休日の翌日）とする。 

附 則 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 


